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募
集

税
の
お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
の
休
日
窓
口
を

開
設
し
ま
す

要予約

６
月
の
市
民
課
の
休
日
窓
口
は
６
月
３
日
㈰
で
す

当
日
は
中
央
市
民
会
館
で「
ふ
れ
あ
い
の
日
」が
開
催
さ
れ
る
た
め
、駐
車
場
は
市
役
所
西
側
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

昨
年
度
（
平
成
29
年
度
）
の
市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
未
納
者
に

対
す
る
徴
収
を
強
化
し
て
い
ま
す
。
早
急
に
お
納
め
く
だ
さ
い
。

□
水
道
企
業
団
設
立
50
周
年
記
念

水
道
図
画
・
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー

ル
g
６
月
１
日
㈮
〜
７
日
㈭
の
第
６０
回

水
道
週
間
に
あ
わ
せ
、
水
・
水
道
を

テ
ー
マ
に
し
た
図
画
・
ポ
ス
タ
ー
作

品
（
４
切
〜
８
切
サ
イ
ズ
の
画
用

紙
）
を
募
集
し
ま
す
。
応
募
者
に
は

記
念
品
を
贈
呈
。
優
秀
作
品
は
全
国

コ
ン
ク
ー
ル
に
出
品
し
ま
す
。
イ
オ

ン
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
で
表
彰
と
展
示
を

行
い
ま
す 

f
越
谷
市
・
松
伏
町
在

住
の
小
・
中
学
生　

e
５
月
３１
日
㈭

ま
で
（
必
着
）
に
、作
品
の
裏
面
に
、

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
学
校
名
・

学
年
を
記
入
し
、
直
接
ま
た
は
郵
送

で
左
記
へ（
１
人
に
つ
き
１
点
ま
で
）

　

b
越
谷
・
松
伏
水
道
企
業
団
総
務

課
（
〠
343
＝
８
５
０
５
越
ヶ
谷
３
の

５
の
２２
）
☎
９
６
６
＝
３
９
３
１

□「
緑
の
カ
ー
テ
ン
講
習
会
」参
加
者

　

市
で
は
、
平
成
２５
年
度
か
ら
緑
の

カ
ー
テ
ン
や
生
け
垣
・
緑
の
庭
、
屋

敷
林
な
ど
の
優
れ
た
取
り
組
み
を

「
こ
し
が
や
緑
の
オ
ア
シ
ス
」
と
し

て
認
定
し
て
い
ま
す
。
講
習
会
参
加

者
に
は
、
ゴ
ー
ヤ
の
苗
（
１
人
に
つ

き
３
株
）
を
無
料
で
提
供
し
ま
す
。

a
５
月
１８
日
㈮
、
午
前
１０
時
〜
１１
時

３０
分　

d
中
央
市
民
会
館
４
階
第

１３
・
１４
会
議
室　

g
専
門
家
に
よ
る

講
義
、
質
疑
応
答
、
ゴ
ー
ヤ
苗
の
配

布　

f
自
宅
の
庭
や
ベ
ラ
ン
ダ
で
緑

の
カ
ー
テ
ン
を
育
て
、
「
緑
の
オ
ア

シ
ス
」
と
し
て
応
募
い
た
だ
け
る
方

７０
人
（
す
で
に「
緑
の
オ
ア
シ
ス
」に

認
定
さ
れ
て
い
る
方
は
対
象
外
）

e
５
月
８
日
㈫
か
ら
（
土
曜
・
日
曜

日
を
除
く
。
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後

５
時
１５
分
）
電
話
で
左
記
へ　

b
環

境
政
策
課
☎
９
６
３
＝
９
１
８
３

□
放
課
後
子
ど
も
教
室
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
a
平
日
の
放
課
後
（
お
お
む
ね
午
後

３
時
〜
５
時
）
ま
た
は
土
曜
日
の
週

１
回
〜
月
１
回
程
度　

d
市
内
小
学

校
や
地
区
セ
ン
タ
ー
等
（
市
内
１８
カ

所
で
実
施
）　

g
子
ど
も
た
ち
へ
の

指
導
（
学
習
、
昔
遊
び
、
ス
ポ
ー
ツ

等
）
、
安
全
確
保
の
た
め
の
見
守
り

　

e
直
接
左
記
へ　

b
青
少
年
課

（
第
二
庁
舎
２
階
）
☎
９
６
３
＝
９

３
０
８

□
文
化
総
合
誌
「
川
の
あ
る
ま
ち―

　
越
谷
文
化
」
第
37
号
掲
載
作
品

g
随
筆
、
レ
ポ
ー
ト
、
小
説
、
評

論
、
詩
、
短
歌
、
俳
句
、
川
柳
、
特

集
、
ジ
ュ
ニ
ア
・
学
生
、
写
真
、
絵

画　

e
６
月
１
日
㈮
〜
８
月
３１
日
㈮

（
未
就
学
児
〜
高
校
３
年
生
は
９
月

１４
日
㈮
ま
で
）
。
詳
し
く
は
、
地
区

セ
ン
タ
ー
、
生
涯
学
習
課
な
ど
で
配

布
す
る
募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
募
集
要
項
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
印
刷
で
き
ま
す　

b
生
涯
学

習
課
（
第
二
庁
舎
４
階
）
☎
９
６
３

＝
９
３
０
７

□
男
女
共
同
参
画
支
援
セ
ン
タ
ー

「
ほ
っ
と
越
谷
」

　
市
民
公
募
型
男
女
共
同
参
画
事
業

g
「
ほ
っ
と
越
谷
」
と
協
働
で
開
催

す
る
助
成
金
事
業　

f
１１
月
〜
平
成

３１
年
１
月
に
対
象
事
業
を
行
う
市
内

で
活
動
す
る
団
体
。
詳
し
く
は
、

「
ほ
っ
と
越
谷
」
ま
た
は
人
権
・
男

女
共
同
参
画
推
進
課
（
第
二
庁
舎
３

階
）
で
配
布
す
る
募
集
要
項
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
募
集
要
項
は
「
ほ
っ
と

越
谷
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
印
刷

で
き
ま
す　

e
６
月
８
日
㈮
〜
７
月

８
日
㈰
に
左
記
へ　

b
「
ほ
っ
と
越

谷
」
☎
９
７
０
＝
７
４
１
１
（
月
曜

日
、
祝
日
休
所
）

□
個
人
市
・
県
民
税
の
特
別
徴
収
税

額
の
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

平
成
３０
年
度
の
個
人
市
・
県
民
税

を
給
料
か
ら
差
し
引
き
で
納
め
て
い

た
だ
く
方
の
税
額
通
知
書
を
、
５
月

１５
日
㈫
に
勤
務
先
へ
発
送
す
る
予
定

で
す
。
通
知
書
は
勤
務
先
か
ら
お
受

け
取
り
く
だ
さ
い
。

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４

□
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

平
成
３０
年
度
分
の
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
納
税
通
知
書
と
納
付

書
を
５
月
２
日
㈬
に
、
軽
自
動
車
税

の
納
税
通
知
書
と
納
付
書
を
５
月
８

日
㈫
に
発
送
し
ま
す
。
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
い
た
だ
け
ま

す
。
年
税
額
、
納
期
、
各
期
別
納
付

額
を
ご
確
認
の
う
え
、
納
期
内
の
納

税
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方

に
は
納
税
通
知
書
の
み
を
発
送
し
ま

す
。
そ
の
場
合
、
期
別（
月
別
）納
付

す
る
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
税
目
ご
と
に

各
納
期
の
末
日
（
月
末
。
月
末
が
土

曜
・
日
曜
日
等
の
場
合
は
翌
月
初

め
）
に
、
全
期（
全
月
）前
納
す
る
方

は
１
年
分
を
一
括
し
て
年
度
当
初
の

納
期
の
末
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
の

口
座
か
ら
振
替
納
税
さ
れ
ま
す
。

b
▽
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
に

つ
い
て…

資
産
税
課
☎
９
６
３
＝
９

１
４
７
・
９
１
４
８
・
９
１
４
９
、

▽
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て…

市
民
税

課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
５

□
休
日
納
税
窓
口
を
開
き
ま
す

a
５
月
６
日
㈰
・
２０
日
㈰
・
６
月
３

日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後
３
時　

d

b
収
納
課
（
第
二
庁
舎
３
階
）
☎
９

６
３
＝
９
１
４
２

□
市
・
県
民
税
の
課
税
（
非
課
税
）

証
明
書
に
つ
い
て

　

平
成
３０
年
度
（
２９
年
分
）
の
市
・

県
民
税
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
の

発
行
の
開
始
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。
▽
全
て
の
税
額
が
給
与
か
ら
特

別
徴
収（
差
し
引
き
）さ
れ
る
方…

５

月
１５
日
㈫
、
▽
公
的
年
金
か
ら
特
別

徴
収（
差
し
引
き
）さ
れ
る
方…

６
月

１４
日
㈭
、
▽
そ
れ
以
外
の
方…

６
月

６
日
㈬
（
自
動
交
付
機
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
か
ら
の
発
行
は
、
す

べ
て
６
月
１４
日
㈭
か
ら
可
能
で
す
）

　

交
付
の
開
始
ま
で
は
、
２９
年
度

（
２８
年
分
）
が
最
新
年
度
で
す
。
証

明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
場
合
は
、

何
年
度
の
証
明
書
が
必
要
な
の
か
、

提
出
先
等
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
取

り
扱
い
課
所
は
、
市
民
税
課
、
北

部
・
南
部
出
張
所
、
パ
ス
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
で
す
。

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４

□
５
月
は
自
動
車
税
の
納
期
で
す

　

忘
れ
ず
に
５
月
３１
日
㈭
ま
で
に
納

付
し
ま
し
ょ
う
。
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
納

付
で
き
ま
す
。

b
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０

５
０
＝
３
７
８
６
＝
１
２
２
２

a
６
月
３
日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後

４
時　

d
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
担

当
。
当
日
は
「
ふ
れ
あ
い
の
日
」
開

催
日
の
た
め
、
駐
車
場
は
市
役
所
西

側
を
ご
利
用
く
だ
さ
い　

f
個
人
番

号
カ
ー
ド
交
付
・
電
子
証
明
書
発
行

通
知
書
兼
照
会
書
が
届
い
た
方　

e

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り

は
事
前
に
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

予
約
は
随
時
受
け
付
け
ま
す
の
で
、

電
話
で
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い 

b
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
担

当
（
本
庁
舎
１
階
）
☎
９
４
０
＝
８

６
０
４

　被保険者の健康の保持増進を図るため、国民健康保険（実施年度中４０歳以
上の方）または後期高齢者医療制度加入者の人間ドックに要した費用の一部
を助成します。

＊人間ドックの助成を受けた年度は、市で実施する特定健康診査・後期高齢
者健康診査を受診することはできません。助成後に特定健康診査・後期高
齢者健康診査を受診していたことが判明した場合、助成金を返還していた
だきます

＊医療費控除の特例制度（スイッチOTC薬控除）における証明書の発行を希望
する方はお申し出ください。平成３０年分の確定申告等で使用する場合は、
１２月末までに受診したものが対象となります
＊受診した年度の３月末まで（土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く。午前８
時３０分～午後５時１５分）に、直接国民健康保険課へ申請・請求してくださ
い。出張所、地区センターでは受け付けできません。年度内に受診結果を
添付できない場合は、事前に下記へお問い合わせください

B国民健康保険課（第二庁舎1階）
▷国民健康保険に加入の方…給付担当☎９６３－９１５４
▷後期高齢者医療制度に加入の方…後期高齢者医療担当☎９６３－９１７０

越谷市国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の方へ

平成30年度
人間ドック検診料の一部を助成します

国民健康保険

対象者

助成金額

助成要件

請求方法

後期高齢者医療制度
年度年齢40歳以上で越谷
市国民健康保険に加入の方

平成30年度に受診した人間ドックの検診料に要した費用
で1万円を限度とし、1人につき1年度に1回の助成

•国民健康保険税または後期高齢者医療保険料に滞納がな
いこと

•人間ドックの検査項目に特定健康診査の基本的な検査項
目を含むこと

•助成を受ける年度の特定健康診査または後期高齢者健康
診査を受診していないこと

人間ドックを受診後、申請書、問診・確認票(国保のみ）、
請求書に次の書類等を添付して申請・請求してください。
申請書等は国民健康保険課で配布します。
〈添付書類・持ち物〉
共通…保険証、検診機関で発行された人間ドック検診料の
領収証(原本)、検診機関で発行された人間ドック検診結果
の写し
国保の方…世帯主の印鑑、世帯主名義の振込先口座情報が
わかるもの
後期の方…受診者の印鑑、受診者名義の振込先口座情報が
わかるもの

越谷市で資格を有する後期
高齢者医療制度に加入の方

公園の維持管理団体を募集します
～市民による維持管理～

　市では協働のまちづくりを推進しています。安全
で快適に利用できる公園の環境づくりを目的とし
て、市内の公園を維持管理していただける団体を募
集しています。
〈対象〉　３人以上の自治会やボランティア団体等
〈内容〉　公園の清掃・除草、施設の破損の連絡等（必
要に応じて消耗品を支給）。詳しくは下記へお問い
合わせください
B公園緑地課☎963 ー 9225

（平成30年4月1日～31年3月31日受診分）


